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米国における食肉処理施設の現地査察結果について   

米国における牛肉の日本向け輸出プログラムの遵守状況を確認するため、厚生  

労働省及び農林水産省が担当者を米国に派遣し、現地査察を実施した結果、  

①米国産牛肉の混載事案があった2施設については、混載の原因は、システムの   

問題でなく偶発的なものであることが確認されましたが、今回、特にせき柱混   

載の再発防止を徹底するため、日本向け製品の処理中は、せき柱を除去する等   

の改善措置を講ずることとし、その措置が講じられたことを確認しました。  

②その他の7施設については、食肉処理施設の月齢確認及び特定危険部位（SR   

M）除去の記録並びに作業状況等を確認したところ、当該輸出プログラム遵守   

に関して問題がないことを確認しました。  

③これを踏まえ、本日付けで2施設からの貨物に対する輸入手続の停止を解除す   

ることとしました。  

1 経緯  

（1）厚生労働省及び農林水産省は、米国における牛肉の日本向け輸出プログラム遵   

守状況を確認するため、平成21年11月11日～11月22日の日程で担当者を米国  

に派遣しました（平成21年11月10日公表）。  

（2）また、米国産牛肉の混載事案について調査報告書の提出があったタイソン社レ   

キシントン工場（平成21年10月10日事案公表）及びクリークストーン社工場（平   

成21年7月22日事案公表）についても査察を実施しました。  

2 結果概要  

（1）タイソン社レキシントン工場及びクリークストーン社工場については、今回の   

混載の原因は、システムの問題でなく偶発的なものであることを確認しました。  

また、＿今回の混載事案を踏まえ、特にせき柱混載の再発防止を図るため、新た  

に、  
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①日本向け製品を処理する場合は、せき柱を除去し、せき柱を含む製品を製造し  

ないように手順を変更する  

（∋内容物の点検を2か所で行う等チェック体制を強化する   

等の改善措置が講じられていることを確認しました。  

査察時に、混載事案に対する改善措置のうち、一部について、対応中であった   

ため、改善するよう指摘を行いましたが、今般、それらが改善されたことを米国   

農務省からの報告により確認しました。  

（2）その他の7施設については、月齢確認及び特定危険部位（SRM）除去の記録   

並びに作業状況等を確認したところ、一部の施設に指摘事項があったものの、米   

国の日本向け輸出プログラム遵守に問題がないことを確認しました。また、その   

指摘事項について、既に改善措置がとられたことを確認しました。  

（3）これらを踏まえて、本日付けで、2施設からの貨物に対する輸入手続の停止を   

解除することとし、米国政府に対し、今回査察を実施しなかった他の施設につい   

ても、せき柱等特定危険部位（SRM）の混載を防止する観点から、従業員の研   

修強化等を要請したところであり、引き続き定期査察において確認していきます。  
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別 添  
米国における対日輸出認定施設等の現地査察結果  

平成22年1月20日  
厚 生 労 働 省  

農 林 水 産 省   

平成21年11月11日から22日まで、米国における牛肉の対日輸出認定  

施設等について現地査察等を行い、対日輸出プログラムの遵守状況について検  
証したところ、結果は以下のとおり。  

Ⅰ．日程等  
・期間：平成21年11月11日（水）～22日（日）  
・対象施設：対日輸出認定施設9施設  

・実施者：厚生労働省、農林水産省の担当者2チーム（計8名）  

Ⅱ．施設調査の結果  

1 通常査察の結果（対日輸出認定施設）  

（1）対日輸出プログラム及びHACCPプランについて、日本側による前回   

現地査察※以降の変更の有無及び変更内容   

① 対日輸出プログラム  

対日輸出認定施設について、日本側による前回現地査察以降の変更の  

有無及び変更内容を確認したところ、（4）の事項を除き、前回現地査  

察における指摘事項の内容も含め、適切に対応されていた。また、従業  

員の研修についても（4）の事項を除き、特段の指摘事項は確認されな  

かった。   

② HACCPプラン  
対日輸出認定施設について、日本側による前回現地査察以降のHAC  

CPプランの変更の有無及び変更内容を確認したところ、変更内容が施  

設のHACCPプランに反映されるなど、適切に対応されていた。  

※ 平成18年11月、平成19年5月、平成20年8月以降の状況について確認。   

新たに認定された施設については当該認定日以降の状況について確認。以下同   

じ。  

（2）対日輸出された製品に関する生体受入、月齢確認、特定危険部位（SR   

M）除去、部分肉処理及び出荷等の記録  

対日輸出認定施設について、前回現地査察以降に日本向けに出荷された   

製品の対日輸由プログラムヘの適合状況について、生体受入、月齢確認、  
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特定危険部位（SRM）除去、部分肉処理及び出荷等の記録を確認したと   

ころ、特段の指摘事項は確認されなかった。   

（3）対日輸出製品に関する現場作業（生体受入、月齢確認、と畜解体、部分   

肉処理、製品の保管一出荷等）  
現場の作業状況については、施設内へ立ち入り、対日輸出処理状況の確   

認、デモンストレーション及びインタビューにより以下の事項について調   

査したところ、（4）の事項を除き、特段の指摘事項は確認されなかった。   

① 生体受入  
ア 生体の受入時には、農場（フィードロット）名、品種、性別等の関  

係情報を確認するとともに、日本向けの月齢確認牛（フィードロット  

から受け入れた生産記録がある牛）については、待機区画（ペン）で  

分別管理され係留されていること。  

イ 米由農務省（USDA）食品安全検査局（FSIS）の検査官により、  

生体検査が適切に実施されていること。   

② 牛の月齢確認  
ア 施設において、日本向けの月齢確認牛について20ケ月齢以下であ  

ることを生産記録により確認されていること。  

イ USDA格付官が、USDAの規定に基づいて日本向け枝肉につい  

て生理学的成熟度（A40）の判定を実施し、その記録が保管されて  

いること。   

③ と畜解体  
ア せき髄などのSRM除去、枝肉の高温・高圧洗浄などの適切な処理  

が行われていること。  

イ 月齢確認牛の枝肉一内臓は、タグ等により他の枝肉・内臓と区分さ  

れていること。  

ウ A40基準により20ケ月齢以下と判定された牛由来の内臓につ  

いては、．合札等により枝肉と突合されていること。  

エ A40基準を使用した場合、USDA格付官が最終的にA40と判  

定した枝肉に「USDA認証スタンプ」を押印することにより他の枝  

肉と区分されていること。   

④ 部分肉処理  

ア 日本向け牛肉について、せき柱が適切に除去されていること。  

イ 日本向け部分肉処理について、作業開始時から行うことや、前後に  

時間的間隔を設けること（グレードチェンジ）により、日本向け以外  

の牛肉の混入が防止されていること。   

⑤ 製品の保管■出荷  
ア 日本向け牛肉一内臓の箱詰後は、各企業が定めた製品管理番号によ  

り管理されていること。  

イ 冷蔵庫内において、日本向け以外の牛肉・内臓と適切に区分されて  
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いること。  
り 出荷時に、日本向け牛肉・内臓に貼付されているラベルのスキャン   

等を行い、日本向け以外の牛肉・内臓の混入がないか確認しているこ   

と。  
工 対日輸出適格のものについての証明書が作成され、必要な検査等を   

受けて適切に証明書が発給されていること。  

（4）指摘事項  

対日輸出認定施設について、前回査察以降に対日輸出された製品に関す   

る記録や、対日輸出製品に関する現場での作業状況等を確認したところ、   

一部の施設に以下の指摘事項があったものの、いずれも対日輸出条件に影   

響するものではなかった。 これらの指摘事項については、すでに対応済み   

である。   

（弧 対日輸出される際には部分肉加工段階でせき柱は除去されるもの  

の、冷蔵庫に保管されている日本向け枝肉のせき柱部分にせき髄の一  

部が残存しているものがあった。   

② 適格品リストに記載がなく実際の対日輸出は行われないが、日本向  

けに不適格な部位が手順書に記載されている、実際に適切に行われて  

いる舌の処理手順が手順書に正しく記述されていない、マニュアルの  

添付文書が更新されていない、内部監査のチェックリストが更新され  

ていない、といった書類上の不備があった。  

2 せき柱混載事案に対する現地調査結果  

（1）タイソン社レキシントンエ場   

（D 米国農務省の混載事案の原因調査についての検証  

ア 米国農務省から報告された以下の混載原因のポイントを中心に、  
施設側からのヒアリング等を行ったところ、  

● 20か月齢以下の骨付きショートロインが、対日適格品と同じ場所  

で箱詰めされており、研修を受けていない従業員が箱詰め作業を手  

伝った際に誤って対日適格品のラベルが貼られた箱に不適格品（骨  

付きショートロイン）を箱詰めしてしまったこと  

● その際に、中箱付きの箱を使って箱詰めすべきところを、外箱のみ  
の箱に詰めてしまった  

● 箱が中箱つき（日本向け）ではなかったことから、チェック担当従  
業員は、日本向けとは認識せず、内容のチェックの対象としなかっ  

た（混載発生当時、日本向けハラミ等中、箱付きは全箱チェック対象  
であったが、外箱のみの製品は抽出でチェツウされていた）  

ことが確認され、今回の混載の原因について、米国農務省の調査が  
適切であることが確認された。  
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イ 当該工場の作業マニュアルの確認、工場責任者からのヒアリング   

等によれば、今回の混載が発生した工程については、  

● 箱詰め作業は部位ごとに担当が分かれ、日本向けに出荷される部  

位は研修を受けた従業員のみが担当する  

● 作業手順について、品質保証（QA）部門による研修、箱詰めチー  

ムの責任者による指導を徹底する   

ことが規定されていた。ライン下流での内容物チェックについては、   

日本向けハラミ等の中箱付きのものは全箱チェックし、見逃しを防   

止する仕組みとなっていた。  

ウ 今般の事例は、  
● 当該工場には平成19年2月以降、2，000トンの問題のない輸入実績  

があり、混載された1箱のショートロインには米国農務省の衛生証明  

がなかったこと  

● 今回の調査で検証した米国農務省の調査において当該施設の日  

本向け輸出プログラムにおいては、混載防止のための措置が図ら  

れていたものの、研修を受けていない従業員が自主的に手伝った  

ことによる偶発的なミスが混載の主な原因であり、また、本来で  

あれば全箱チェツケされ、見逃しを防止する仕組みになっていた  

ものの、上流でのエラーによってチェック対象から外れてしまっ  

たものと確認されたこと   

等を踏まえれば、システム上の問題によるものではないと判断され   

た。  

② 改善措置   

米国農務省の調査報告書によると、改善措置のポイントは以下のと   

おり。   

● せき柱を含む製品の日本向け出荷防止を図るため、日本向け製品  

（20か月齢以下）処理中はせき柱を除去し、せき柱を含む製品を  

製造しないよう手順を変更 

● 製品の箱詰めを担当する従業員がラベルを貼るよう手順を改正   

● 箱の封印時及び生産フロアの計2か所で内容物を点検するようチ  

ェック体制を強化   

● ラベル貼り作業を行う従業員について研修の実施の徹底  

これに対して、現地調査により改善措置を確認したところ、   

● せき柱混載の再発防止を図るため、日本向け製品の処理中は、部  
分肉加エエ程においてせき柱を除去した製品のみ箱詰め工程に送  

ることにより、せき柱を含む製品の出荷を防止する体制としてい  

ることを確認した。  
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● 施設側は、報告書に記載された上記改善措置に加え、日本向け製   
品の箱詰めは、1担当者が1製品しか行わない等追加的な改善措   

置を講じていることを確認した。  

● なお、報告書に記載のある、箱の封印時と生産フロアの2カ所で   

内容物を点検するという改善措置について、マニュアルの改正が   

行われていないことを指摘し、その後、この改善措置の実施につ   

いて、米国農務省が確認したことが日本側に報告された。  

（2）クリークストーン社工場   

① 米国農務省による混載事案の原因調査についての検証  

ア 米国農務省から報告された以下の混載原因のポイントを中心に、  
施設側からのヒアリング等を行ったところ、  

● 箱詰め担当者（日本向けばら肉及び日本向けに不適格なネックボ  

ーンの箱詰めを担当）が、不注意でネックボーンの箱にばら肉の  

ラベルを貼り、箱の内容とラベルをよく確認せずに封印行程に送  

った  

● QA担当者が封印前に全ての箱について中身とラベルの一致を確認  

することとなっていたが、見落とした  

ことが確認され、今回の混載の原因について、米国農務省の調査が適  

切であることが確認された。  

イ 当該工場の作業マニュアルの確認、工場責任者からのヒアリング   

等によれば、今回の混載の発生場所である箱詰めエリアにおいては、   

日本向け製品の箱詰め作業は研修を受けた従業員が担当しており、   

また、箱詰め部門の責任者が各担当者に中身確認を行うよう徹底し   

ていた。ライン下流での内容物チェックについては、QA担当者が、   

封印前にまた、全箱チェックする仕組みとなっていた。  

ウ 今般の事例は、  

● 当該工場には平成18年7月以降、8，900トンの問題のない輸入実   

績があり、混載されていたネックボーン2箱には米国農務省の衛生  
証明書がなかったこと  

● 今回の調査で検証した米国農務省の調査において、混載防止のため   

の措置はとられていたものの、箱詰め担当者が不注意で不適格な製   

品を箱詰めし、かつ、全箱をチェックすることとされていたQA担   
当者が混載品を見落とした偶発的な人為的ミスが主な原因と確認  

されたこと   

等を踏まえると、システム上の問題によるものではないと判断され   

た。   

なお、混載の直接の原因となった箱詰め担当者及びQA担当者は、  
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本来果たすべき役割を果たさなかったことから配置換えまたは解雇  

された。  

② 改善措置  
米国農務省の調査報告書によると、改善措置のポイントは以下のとお   

り。   

● せき柱を含む製品の日本向け出荷防止を図るため、日本向け製品（2  

0か月齢以下）処理中はせき柱を除去し、せき柱を含む製品を製造し  

ないよう手順を変更   

● 日本向け製品処理時の品質保証部門による監視の強化   

● 識別が容易となるよう日本向け製品ラベルのデザインを変更   

● 製品を日本に向けて出荷する前にモニタリング記録を検証   

これに対して、現地調査により改善措置を確認したところ、  

● 日本向け製品の処理中は、部分肉加エエ程においてせき柱を僚去した   

製品のみを箱詰め工程に送ることにより、せき柱を含む製品の出荷を   

防止する体制としていることを確認した。  

● 施設側は、報告書に記載された改善措置について、部分肉加工工程に   

おいてせき柱を全て除去し、せき柱を含む製品を製造しないこととし   

ていること、品質保証部門が封印前に2カ所でチェックしていること   

（部分肉加エの最後の段階及び封印前）、箱詰め担当者の再訓練と訓   

練終了者の識別■（ヘルメットに識別マークを貼り付け）を行っている   

こと等を確認した。  

● なお、日本向け製品ラベルのデザイン変更、出荷前のモニタリング記   

録検証を行うための様式変更については、未実施であった（対日処理   

が行われていないことが理由）ため、早急に改善するよう指摘し、そ   

の後、これらの改善措置の実施について米国農務省が確認したことが   

日本側に報告された。  

Ⅲ．今後の対応  

（1）今後も、引き続き、日米のシステムの同等性の検証の一環としての現地  

査察（米国側の実施する抜打ち査察への同行を含む）を通じて米国内の  

食品安全及び対日輸出プログラムの遵守を検証する。   

（2）今般の混載事案2件に係る施設については、関係文書の整備等を含め、  
今回の混載事案に対応した改善措置が実施されたことを米国農務省が確   

認したことが報告され、日本側が確認したことから、輸入車続きの停止  

を解除することとする。  

（3）今回査察を実施しなかった他の施設に対しても、せき柱等特定危険部位  
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の混載を防止する観点からの従業員の研修の弓削ヒ等を米国側に要請し、  

定期査察において確認することとする。  
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対日輸出プログラムの実施状況   

項 目  
施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   

1晶Xt環シス   
テム  定め  
1．1全般的彙償   

品笈  
し、   

1．2†己呼集件 1．2．1全般  企業はQMSを作成し、維持しなければならない．  

1．2．2晶■マニュ  
アル   なら  

h H H   
H h  

l■■■■  

h H H   
H H   

V  

品責マニュアルは．彙抹を実施する全ての関連施設にお  
いて管理され、閲覧できなければならない。  

1．2，ユ 文暮■旦  企業  
しな   

1．2．1肥鰊▼理  企業  
適合  
記録  

h H  
l l H   

2 1鸞t覆1任  運営管理者は、QMSに関する責任と権限を明確にしな  
ければならない。  

3人的井∬一能  
力、E■、別線   けれ  

l‾‾‾‾‾  

Ⅳ K い   

持 H H  

H い  

l－－－－－・・・■  

H H Ⅳ  

施してるか 薯   
末端の作業員まで対日EVプログラムの周知が図られ  

H H H  
h   
H  

h   

4製品の処理加  
エ過程  に用  
■．1受け入れ遇  
樺   施  

日   

H ‖ P   

H  
H   

月齢確認牛の供給者リストが適切に維持されている  
か 。  

月齢確認牛の受け入れが手順どおり行われている  

か．  
月齢確認牛ロットが搬入、特捜ベンなどで適切に分  
別管理されているか。  

月齢確故牛ロットのフィードロットが特定出来る記  
録など月齢確認年の受け入れに関する記録が適切に  
保存されているかこ  

担体検査が1甑ずつ適切に実施されているか．  

l．21■別嚢示と  
トレーサビリテイ  企業は．製品の処理加工過程全体を通じて適切な培合に  

適切な方法で製品（原材料・最終製品）を識別するため  
の文書化された手順を有していなければならない。  

V  V  

製品識別方法は、OMSプログラムに固有のものでなけ  
ればならない。動物にあっては耳横手たはその他の永久  
識別表示により識別しなければならない。  

製品は別方法は、QMSプログラムヘの受け入れから処  
理加エ、出荷に至る製品実現の全行程を通じて、注別表  
示が伝達されるようにしなければならない。  

企  
全   

．・．‾・J．．二   企業は、社内での加工と出荷先への配送の間、製品の適  
性の蝉檜  合性を維持しなければならない。  

；冷蔵庫搬入時に対白輸出製品であることを確認して  
いるか。  

試 
買・ 

； 
＝ 

l‾‾‾‾  

ロット間のギャップの時間は十分か．前後のロット  

と製品が共存しないか。 l－■  
対日輸出用の枝肉のみがカット室に搬入されるよう ているか 

圧竺互生b  
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対日輸出プログラムの実施状況   

項 目  
施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  

2   3   4  5  6   7   8   9  

H H  
H ‖ H H  ‖   

H H  
H H  

製品の保管は、米国内又は他国向けと区別している  
か。  

出荷時に対日輸出製品であることを碓絶している  
か。  

4．4モニタリン  
グ   企業は、特定製品条件への適合性の証拠を示すために実  

施するモニタリングの手順を定めなければならない。  

宝金業は、製品の要求事項に適合していることを検証  
けるために製品の特性をモニタリング・利達しなけ  
亘ればならない。これは、製品処理加工過程の適切な  
滴偲で実施しなければならない。  

製品の要求事項を満たさない場合、製品の適合性を  
確保するために、適切な桔正や是正措置を講じなけ  
ればならない。  

企業は、検証の記録を保持しなければならない。  

企業は、製品の要求事項への適合性の証拠を検証す  
るための記録を保存しなければならない．記録で  
は、製品の出荷を承認した者を示さなければならな  
い。  

5什1・分析t   
改書  管理し、目的外の使用や配送を防ぐことを確保しなけれ  
5．1QMS内の  
不玉食t品のt】■   

企業は、不適合製品の管理を具体的に定める文書化され  
た手帳を償えていなければならない。  

企射ま、不適合製品を適切に取り扱わなけれはならな  
い。  

不適合製品の修正が行われた鳩舎には、製品条件への適  
合を証明するため、再検証を行わなければならない。  

企業は、出荷または使用開始後に不適合製品が見つかつ  
た場合、適切な措置を講じなければならない。  

企  
措   

5．2故■  企  
5．2．1■鋏的改■   果  

繊   

企業は、変更を計画・実施する場合、QMSの信頼性を  
確保しなければならない。  

5．2．之是正檜t  企業は、不適合の再発を予防するために、不適合の原因 を除去する措置を講じなければならない 
．  

V  

是正措置は、発生した不適合の影坪に適切なものでなけ  
ればならない．  

企業は、実施したあらゆる緒直の結果を記録しなければ  
ならない。  

S．2．3予防檜徽  企  
す  
し   

予肪措置は、発生する可能性がある問題の影響に対し適  
切なものでなければならない。  

企業は、実施したあらゆる措置の結果を記録しなければ  
ならない。  

6モの他の毛件  
6．1ARGlO30J  
6．1．1内勘鷺暮   

主計画されたとおり適切に実施されているか。  

企業は内部監査を具休的に定める明確に文書化された手  
順を償えていなければならない。  

V  

経営者は．監査場所で検出された不適合やその原因を遅  
滞なく改善する措置を確保しなければならない。  

企業は、内部監査の記録を保持Lなければならない。  

6．1．Z供給著リ  
スト   い。  

‘．1．3■別♯示   横  
条件  る  

A  

け  
を  
じ   
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対日輸出プログラムの実施状況   

項 目  
施設  施設■  施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設 

2   3   4  5   6   7   8   9  

出荷書類（積荷証券、出荷目録、保言正吾）には、「製品  
は日本向けEVプログラム条件を満たす」との記述がなけ  
ればならず．製品と製品重を明示しなければならない。  

認定企業が製造した適格品で、日本向けEVプログラム  
条件を満たすと識別された製品は、「製品は日本向けE  
∨プログラム条件を満たす」との記述のあるFS】S輸  
出証明書を受け取る。  

6．1．ヰ▲40による  
月Ilt王明   

40による月齢証明の手順が適切に文書化されてい  

るか。  
スタンブの使用方法など、A4Dによる月齢i正明が手  
順どおり行われているか。  

40による月齢証明に関わる職員が適切に研惜を受 ナていか 

る．  

規定どおり資格を有する食肉格付け官がA40判定を  
行っているか。  

認証印の押印は適切か。  

40による月齢証明の記録が適切に保存されている  
か。  

6．2追加集件  
6．2．1QSA－E  
∨プログラムマ  
＝．ユアル   ならない。陶芸方法は、電子データまたはハードコピー  

のいずれでもよい．マニュアルが文書の鳩舎、閲覧用に  
もう一部コピーを用宣しなければならない。  

6．2．之カナダ塵  
牛の供輪著   カナダ産牛の供給者は、施設の認可供給者リストに記載  

されなければならない。  

6．2．3 SR一輪去  せき偶除去は．FSIS最終検査場所の前に実施しなけ  
ればならない。  

せき髄除去作業後肉眼的にせき柱管内にせき旭が残存  
していないか 

。  

V  

せき髄は定められた廃来春器に入れられているか。  

枝肉検査はせき佃除去後に行われているか。  

回腸  
実施   

回腸遣使部は定められた廃棄容器に入れられている  
か．  

20  

分割   

せ  
柱  
法   

l‾‾  

邑せき柱の除去方法は適切か。  

せき柱はあらかじめ定められた廃棄容器に入れられ ているか 
。  

8．2．ヰ80ケ月  
静以上の枝肉との  
分別   7   

l‾‾‾‾‾  

肉は・30ケ月齢以上の枝肉と接触  

＄．2．5青の簾生  
的な鰍去  除  

の  
い。   l－‾‾‾‾‾‾－●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

琵誓㌘謂㌘品とそれ以外の㌫有毒蒜遠窃7蒜  

転属桃は有那L頭より近位が残存しないように除去  
控土工ヒ空色 

＿＿＿－＿＿＿…＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿   

●   拝眉桃は定められた廃棄容憲に入れられているか。  
L＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿．  

！口蓋扁桃の除去方法は適切か。   
「‾‾‾‾‾■■‾■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

は他の錮と接触しないように処理されてい  

l－－－．■■一  

豊竺警謂㌘品とそれ以外の分別管理が適切に  

‘．2．6Q＄A－E  
∨プログラム重責  
≠卓暮   て、FSISと議論することを徹底するための文書化さ  

れた手順を含まなければならない。また、適合を示す記  
録を保持しなければならない。  

6．2．†企集の供  
輪業書一薫   れる場合には、供給礫者リストに記載されていなければ  

ならない．  

企業はLW冊．amS．USda．EOV／lsE／arc／audit／bev．htmの公  

式認可供給者一覧を検討し、その供給者が特定国につい  
ての適格な業者である 



対日輸出プログラムの実施状況   

項 目  
施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  施設  

2   3   4   5  6   7   8   9   

7．■出旺欄  
7．1●出旺明の申  

惰及び檎壬   出されると、FSIS担当隠且による所要の手続が終了した  
鳩舎に限り、中細書に署名がなされ、特出証明書（FSIS  
様式9060－5）及び輪出印が発行される．  

7．2 製品リスト   
認可プログラムには、EVプログラムを必要とする国に  
出荷できる全ての適格品リストを記載しなければならな い 

。適格品は全て、製品を著名人り輸出申請書（FS】  
S書式9060－6）に製品を記載する前に訟可リストに記載  
しなければならない。輸出者は、FSIS書式90も0－引こ  V  

署名することで、リストに記載された全ての製品の適格  
性を示すことになる。EVプログラムに基づき型適する  
必要がない製品は、汲可製品リストに記載しない。  

7．ユ＿1AM＄穐 R■食事  製品を輸出するためには、申請者はARC支局へ出荷の ための確認申告書を請求しけ 
なればならない。  

7．3．2さらに加  
エする七島につい  
てのAM＄穐鰹申  
告●   荷される製品には、さらに加工する製品についてのAM  

岳碓誼申告書を添付しなければならない。  

指摘事項  団  ②  団  ②  
のせき柱部分にせき他の一部が残存しているものがあっ  
た。  
②適格品リストに記載がなく実際の対日輸出は行われ  
ないが、日本向けに不適格な部位が手順書に記載されて  
いる、実際に適切に行われている舌の処理手順が手順書  
に正しく記述されていない、マニュアルの添付文書が更  
新されていない、内部監査のチェックリストが更新され  
ていない、といった暑楯上の不備があった．   

ヽ′【由   
との要請があった。  

93   



94   



ひと、くらし、みらいのだ刷こ  

厚生労働筆   
∴て㌻ぎ缶…二Il已二〕ヒ′紺′F√∴、．（′汀、三・  Press ReIease  

（農林水産省においても同時公表）  

平成22年1月7日  

医薬食品馬食品安全部監視安全課  

輸入食品安全対策室  

（担当■内線）室長 道野（2495）  

田中、柊（2476、2455）  

（電話代表）03（5253）1111  

（電話直通）03（3595）2337  

（F A X）03（3503）7964  

報道関係者 各位  

カナダにおける食肉処理施設の現地査察結果について   

厚生労働省と農林水産省は、カナダにおける牛肉の日本向け輸出プログ  

ラム遵守状況を確認するため、カナダの食肉処理施設について現地査察を  

実施しました。   

月齢確認、特定危険部位（SRM）除去等の記録状況等を確認したとこ  

ろ、カナダの日本向け輸出プログラム遵守に関して問題がないことを確認  

しましたのでお知らせします。  

1．経緯   

カナダにおける牛肉の日本向け輸出プログラム遵守状況を確認するため、  

厚生労働省と農林水産省の担当者を以下のとおりカナダに派遣しました。  

期 間：平成21年8月18日～27日  
施設数：日本向け食肉処理施設2か所（アルバータ州、オンタリオ州）   

実施者：厚生労働省、農林水産省の担当者  

2．結果概要   

カナダの食肉処理施設について、月齢確認、特定危険部位（SRM）除去   

等の現場作業状況及び記録状況等を確認したところ、カナダの対日輸出プロ   

グラム遵守に関して問題がないことを確認しました。  
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別 添  

カナダにおける牛肉の対日輸出認定施設等の現地査察結果  

平成22年1月7日  
厚 生 労 働 省  
農 林 水 産・省   

平成21年8月18日から27日まで、カナダにおける牛肉の対日輸出認定  
施設等について現地査察等を行い、対日輸出プログラムの遵守状況について検  

証したところ、結果は以下のとおり。  

期間：平成21年8月18日（火）～27日（木）  
対象施設：対日輸出認定施設2施設  

実施者：厚生労働省、農林水産省の担当者（計6名）  

1 対日輸出プログラム及びHACCPプランについて、日本側による前回現   

地査察※以降の変更の有無及び変更内容  

（1）対日輸出プログラム  

対日輸出認定施設について、日本側による前回現地査察以降の変更の有   
無及び変更内容を確認したところ、適切に対応されていた。  

（2）HACCPプラン  

対日輸出認定施設について、日本側による前回現地査察以降のHACC   

Pプランの変更の有無及び変更内容を確認したところ、変更内容が施設の  

HACCPプランに反映されるなど、適切に対応されていた。  
※ 平成19年9月、平成20年10月以降の状況について確認。   

2 対日輸出された製品に関する生体受入、月齢確認、特定危険部位（SRM）   
除去、部分肉処理及び出荷等の記録   

対日輸出認定施設について、前回現地査察以降に日本向けに出荷された製   

品の対日輸出プログラムへの適合状況について、生体受入、月齢確認、特定   

危険部位（SRM）除去、部分肉処理及び出荷等の記録を確認したところ、   

4に記載する事項を除き、特段の指摘事項は確認されなかった。   

3 対日輸出製品に関する現場作業（生体受入、月齢確認、と畜解体、“部分肉   

処理、製品の保管・出荷等）   
現場の作業状況については、施設内へ立ち入り、対日輸出処理の状況の確   

認、デモンストレーション及びインタビューにより以下の事項について調査   

したところ、特段の指摘事項は確認されなかった。  
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（1）生体受入   

① 生体の受入時には、肥育農場（フィードロット）名、品種、性別等の  
関係情報を確認していること。   

② カナダ食品検査庁（CFIA）の検査官により、生体検査が適切に実  
施されていること。  

（2）牛の月齢確認   

牛肉製品の対日輸出適格性を確認するため、カナダ牛個体識別庁（CCI   

A）又はケベック農業追跡局（ATQ）のデータベースから取り出した生年   

月日に基づき、牛の月齢がと殺時点で20ケ月齢以下であると確認されて   

いること。  

（3）と畜解体   

① せき髄などのSRM除去、枝肉の高温■高圧洗浄などの適切な処理が  

行われていること。   

② 日本向けの枝肉については、分別保管することにより、他の枝肉と区  
分されていること。  

（4）部分肉処理   

① 日本向け牛肉について、せき柱が適切に除去されていること。   

② 日本向け部分肉処理について、作業開始時から行うことや、前後に時  
間的間隔を設けること（グレードチェンジ）により、日本向け以外の牛  

肉の混入が防止されていること。  

（5）製品の保管■出荷   

① 日本向け牛肉1内臓の箱詰後は、各企業が定めた製品管理番号により  
管理されていること。   

② 冷蔵庫内において、日本向け以外の牛肉■内臓と適切に区分されてい  

ること。   

③ 出荷時に、日本向け牛肉1内臓に貼付されているラベルのスキャン等  
を行い、日本向け以外の牛肉■内臓の混入がないか確認していること。   

④ 対日輸出適格のものについての証明書が作成され、必要な嘩査等を  
受けて適切に証明書が発給されていること  

4 指摘事項   

対日輸出認定施設におしiては、日本向けに処理される牛は、牛の個体識別   

システムにアクセスして得ら 

る。一施設において、査察時の現場確認等においては、月齢条件の遵守状況   

に問題はなかったが、日本向け製品処理の記録の遡り確認を行ったところ、   

処理の記録と牛の個体識別番号の突合ができなかったことから、このことに   

ついて指摘し、既に施設により対応が取られた。  

9了   



日加のシステムの同等性の検証を通じてカナダ国内の  今後も、引き続き、   
食品安全及び対日輸出プログラムの遵守状況を検証する0  
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日本向け牛肉等の  施状況  

項  目  
施設は、カナダの国内要件及び付属書Fに記された日本の追加要件を遵守して操業していなければな  

らない。  
施設はと殺施設でなければならない。ただし、と殺施設がカッティング／腕骨などの設備を有していない  

場合、同系列のカッティング／腕骨施設も認定を受けることが出来る。  
施設がCF】Aの対日輸出認定の指定を受ける前に、手順に従った認定手続きがとられなければならな  
い。  
牛肉製品は、カナダで生まれかつ飼養された牛か、米国で生まれて輸入され、カナダにおいて育成／肥  
育されてと殺された牛由来でなければならない。と場直行輸入牛は対日輸出不適格である。   

l牛の起源について、手順書に定めているか   
こ車重垂享年重野三宅考卑頻や手中‡：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：  

全般的条件  

車重亘  
⊂鉱一l⊂l′  

のと場直行牛をどのように対日輸出用から排除しているか  
l米  

施設に対する条件  
と場及びその系列の加工施設の業者は、以下を担保するための文客化された手順の作成と実施を求  
められる  
（1）20カ月以下の牛由来の製品のみが対日輸出用に処理されること  

（2）交差汚染を防ぎ、また、対日輸出品に混入することがないよう、不適格部位が衛生的に除去される  
こと  

30ケ月齢以上の枝肉と接触していないか  

ら出荷されるまで、ほかの枝肉や製品から容易に識別できること  
文事化された手順は、要件の遵守およぴ、適格品が常に不適格品から容易に識別できることを担保す  
るために実施される管理措置を明確に記述しなければならない  

（管理措置の  
記述）  

（手順書の  

記述）  の手順を含み、それらは査察可能でかつ実効性のあるものでなければならない   

こ至境垂喧嘩多重車重き垂ララ章ろ喪与痘二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二：   
l手順沓の改定についてどのように従業員に周知しているか  

享瀬如去轟致車重自重玉顔亘壬三筍転塾享巨封直す亭主毎香春嗜起居垂ら奄し三二：：二：ニ  
・CFIAが適当と認める方法で牛の月齢確認が行われていること（後述）  

て月虚が療豆き克た時点血痕ニ2石揃fゐ年度び／まも了よそゐ最肉：内鹿及びそゐ砲ゐ由良か添‾  

別されていること  
［重要 

＿   

l枝肉は表示等による識別は可能か  
て元方片成下ゐ疲肉喜廟確た感動する而ま左ほ轟真を癌す三ど‥‾‾‾‾‾‖り‾‾‾二‾‾  

（月齢確認）  

（適格品の  

誠別）  

・舌及びほほ肉を除く頭部、口蓋扁桃及び舌扁桃、せき髄及び硬膜、回腸連位部、並びに背根神経節  
を含むせき柱を衛生的に除去すること  
せき柱及び背根神経節以外の全ての不適格部位はと畜フロアで除去されなければならない   

こ廃部三：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：  

し＿＿■月卿連喧嘩切な＿ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 山∵五泉挑上郷頻阜哩野馳せ光陰事弛てり奄な…＝－－…－－－ l   

J   ．＿＿・卓見拘測ら7」ね姐）ゑ軋＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   
r＝風域旦飽蜘と貴卿雌蝮理登壇那智わ塑てり包な－－－…－－－…－－ 1   

．＿∴旦と覗廻犀鞄日朝凱左とせラl三壁嬰さ在てり包杜＿＿＿＿‥‥＿‥…‖  k亘き：：：：：：：：：  

（SRMの  

除去）  

二二・蜃秘儀拇∃唾亘晦l毒壇畜主専政≡せ享埴痘確毒亡色毎車‡二二二二二二二二   
・：二二・重き如餌亘廟湖㊦亘亡二二：：：二：：：二：二：二二：ニ   
l  

・枝肉検査はせき髄除去後に実施されているか   
拍重奏亘卸∑ 
L＿＿・農兵克剋卿杜 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿  －．＿＿・酬蔓足吟渥座乗奄馬l；ろ在られてI頭九＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿   

11せきせし ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  r－－せき放鳩真克剋蔓遭耽… 

－－－－…－…－＝－－……‥－－‥－  

＿ ＿ ⊥＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿＿ ＿．．＿．＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ・適格枝肉の部分肉加工及び脱骨が、時間的または空間的なスペースにより他の枝肉やその部分肉  

から分別されたロットにおいて実施されていること  
部分肉加工及び脱骨は、シフトの最初に実施され、他の製品の生産が始まる前に終了しなければなら  
ない。あるいは、不適格枝肉に由来する製品が生産ラインから全て取り除かれた後で、対日処理が開  
始されなければならない  

I   こ二二呑＝二二二二二二  
l ・適格品の部分肉や内臓の入った箱は、他との区別が容易に付く方法でラベリングすること  

・ラゴ少昼封月岨処理掩q卑僅管唾なら坦談てI遁九＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
＿＿＿＿ ・部分肉加エ／脱骨、箱詰めまたは保管のために適格製品を受け入れる施設については、その受入手  
劇百＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ・CFIAが適格品の生産や運搬の証明を行えるよう記録を保管すること  

・対日輸出された製品が、対日輸出条件を満たしていることを事後に検証可能であること  

牛肉製品の対日輸出適格性を確認するため、CCIAまたはATOのデータベースから取り出した生年月  

日に基づき、牛の月齢が、と殺時点で20カ月齢以下であると確認されなければならない。  

（分別管】璽）  

（ラベリング）   

（枝肉の受  
入）  

（記録保管）  

月齢確認  

＿＿1隻佐壌奪l妄卿適切t；寒埠馳てし蝿ぬ＿‥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （1’月 

担当者は手順に関する研修を受けているか  
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項目  

毎  

L ＿ ＿． ＿．．＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿．■ ．■ －■ ●■ ■■ ■■■ － ●■ ■一・●－・・－ ■－ － － － － －・・・一 一 － ■－ － －－－－ － － － ●■ －■ ■■ ■－ －■  ：記録は適切に保管されているか  

ト■ ■・一 一－－・－・■－－ － － － － －・・－ － －－ －－－・－ －■ － ■－ ■■ ■■ 一■ ■ ■ ■ ‘‾ ‾ ‾● ‾ ‾■ ‾ ‾ － ‾ ‾ ‾■■ ■■‘‾ ‾ ：担当者は手順に関する研修を受けているか  

（3）と   

：二：：：：：：：二二二：二二：二：二：二二二二二二二：二二   
爬q年少之免剋管琶喧嘩切か＿＿…－‥－‥…－…－ 

． 

子モロるホ 
．＿●●＿＿L ＿．■． 牛肉製品1  ま、カナダで生まれかつ飼養された牛か、米国で生まれて輸入され、カナダにおいて育成／肥  

育されてと殺された牛由来でなければならない。と塙直行輸入牛は対日輸出不適格である。  髄証蘭価盲娠1三適用蔚指事好‾‖‾‾‾‾‾‾‖‾‾‾‾‖‖‾‾－‾‥  

適格品が施設間で運搬される場合には付属書」が使われなければならない。対日輸出適格品はその  
偲段数最と分別班地上茎生らを邑望＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿叩＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿…＿＿＿＿岬＿＿＿＿＿＿＿……＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿  

対日輸出適格性を維持しようとする施設は、対日輸出不適格施設（リストあり）に由来する偶蹄類の食  
肉製品を有してはならない。  格性の維持  

／ルットで他の製品と区分されなけ  

ればならない。   
‾‾‾…‾‾‾‾…‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾…‾‾‾‾‾‾‾   

挿葡護衛天啓だ対官許自i葡富モ高石ござ暮葡静［称盲訂   

＿ ．■一 ▲ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿－ － ▲．＿■ ●■－ ■■－ ■■ ■ －■ － ■■－・・一 一・一 － ■－ t －－■－ － － ■・－ －■ －■ ●－ － ■ ■ ■● ■ ■ ‘■‾ ‾ ■‾ 一‾ ‾ ‾ ‾ 施設の  

：嘩嘩車重嘩章毎車重、：：二二二：二：：：：二：二二二二二：二：二：二：二二二：：：：ニ   

l研修について手順を定めているか   
l研修用の資料やカリキュラムはあるか  

「術みシF、頂膏替海面円、溺蔚主著、儲福裾貰著書厄客虔癌モど廟£扇ご痢酌q琳  

■ているのか  

研修手順の  
作成と実施  

日条件と他国向けあるいは国内向けとの違いについてどのように周知しているのか  
修腐臭鹿東銀底魚壱［モホ石亦‥‖‾‾…‾‾…‖‾‾‾‾…‾‥‾‾‾‾   

l研修の効果を評価しているか  

内部監査の実施   

柄葡藍轟音勇癌亡氏協r…－‾‾‖‥‾‾‾‾‥‾‾‾‾‾…‾‾‾‾‾…‾   

l内部監査について手順を定めているか   

こ喫宰季琴寧萱唾夢 
l内部監査を実施していない場合、どのように自己検証を行っているのか  

＊2007年7月以降、SRMを全ての動物用飼料・ペットフード・肥料に使用することを禁止する飼料規制強  

化を実施  

順の作成と  
南部藍盲ぎ  実施  

飼料規制強  
化への対応  

（SRMの回  

収、識別、封  
じ込め）   

（記録）  

竜由√ば、C戸仏の認めた染料で着色され、SRMと明示された容器に入れられ、不可食製品のエリアの  
定められた場所に集められること  

SRMを施設外に持ち出す場合、施設は、毎日の記録を10年間保管しなければならない。  

SRMを含む全ての動物種の全ての不可食部分を施設内で廃棄する場合、施設は、毎日の記録を10  

年間保管しなければならない。  

SRMの搬送は、C円Aの許可証を有する者だけが行うことが出来る  
SRMが回収、識別、封じ込めされない場合、SRMを含む全ての動物種の全ての不可食部釧ま恒久的  
に施設内にとどまらなければならない。  膏血ぬ元自由テ詐苛症を存ず古画三好瀾●‾‾‾‥…‾…●‾‾‾……‾  

SRMを施設内で廃棄する場合、SRMを含む全ての動物種の全ての不可食部分は恒久的に施設内で  

封じ込められなければならない。封じ込め方法は州及び市の基準に適合したものでなければならな  
い。  
州及び市の許可をえて不可食部分をコンポスト化することは可能だが、その場合コンポスト化された製  
品をCFIAの許可なく搬送することはできない。  

（SRMの搬  

送）  

（SRMの廃棄  
または恒久  
的な封じ込  
め）  

CFIAの確認  
（検査官の確  
認）  

注意：要件遵守が確認できない場合、対日輸出証明書は発給されない。従業員が要件に適合できない  
場合、あるいは逸脱を改善できない場合、施設は対日輸出認定取り消しとなる。  

CFLA検査官は、対日適格品が生産される各シフトにおいて、月齢確認、SRM除去、識別・区分管理等  
の要件が施設の従業員によって正しく、かつ効果的に実施されていることを確認する。  

臨監護蓋悪妻蓋藍霊宝志≡去去主…ま三三三三≧志…三三≡志  
（施設への立 ち入り）  報告書は（と畜施設の場合）RVOに提出され、RVOは報告書の懸案事項についてフォローアップする。  

RVOは、4半期に一度、施設の運営状況及びCFIAの証明手続きの確認を行う。  

：堪巧重電廼御、多か：二二：二：：：：：：二二二二：二二二：二：：ニ  l報告書の内容に適切に対応しているか  
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